
ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で、非違行為を  

注意指導したとする管理者の氏名が明らかになる！！

管理者がこんな報告していた！！ 島津さんのカット理由２４事象！

原告島津事象№７（横田 浩平助役）

平成２６年５月２１日２１時５９分頃、仕業庫において、Ｎ７００系新幹線電車（Ｚ６７編成）の仕業検

査時、車両屋根上から降りる際に、転落防止用鎖を外さなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受

けた。

原告島津事象№８（横田 浩平助役）

平成２６年６月７日１６時４７分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ５６編成）の仕業検査時、

パンタグラフ下降作業の際に、モニタ確認を行わなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№９（横田 浩平助役）

平成２６年６月７日１７時２１分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ５６編成）の仕業検査時、

ブレーキテストを行わなかったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１０（横田 浩平助役）

平成２６年７月８日２１時１８分頃、仕業庫において、Ｎ７００Ａ新幹線電車（Ｇ９編成）の仕業検査時、

ＡＴＣチャートの内容確認の際に、「チャート確認ヨシ」の指差確認喚呼を行わなかったため、原告島津は

管理者から注意指導を受けた。

原告島津事象№１１（横田 浩平助役）

平成２６年７月８日２１時１８分頃、仕業庫において、Ｎ７００Ａ新幹線電車（Ｇ９編成）の仕業検査時、

保守情報の確認の際に、「保守情報確認ヨシ」の指差確認喚呼を行わなかったため、原告島津は管理者から

注意指導を受けた。

原告島津事象№１２（横田 浩平助役）

平成２６年７月８日２１時１８分頃、仕業庫において、Ｎ７００Ａ新幹線電車（Ｇ９編成）の仕業検査時、

最終モニタ確認の検査手順を誤ったため、原告島津は管理者から注意指導を受けた。

次回も続きます！
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